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記 

先
般
、
通
商
産
業
省
の
綱
紀
粛
正
に
関
し
、
質
問
主
意
書
を
再
々
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
郵
政
省
に
お
い
て
も
同
様

の
民
間
企
業
人
か
ら
の
不
正
利
益
享
受
等
の
不
祥
事
が
発
生
し
て
い
る
。
左
記
の
事
実
に
つ
い
て
早
急
に
自
主
的
実
態
調
査
を

行
い
、
そ
の
調
査
結
果
を
答
弁
さ
れ
た
い
。 

四 

な
お
、
省
内
課
長
、
補
佐
等
、
外
国
出
張
の
際
、
業
者
餞
別
受
領
が
慣
例
化
し
て
い
る
と
聞
く
が
事
実
か
ど
う
か
。 

三 

右
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
夫
々
そ
の
日
時
、
場
所
、
関
係
者
等
具
体
的
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一 

郵
政
省
幹
部
の
過
剰
接
待
の
事
実
が
多
数
あ
る
が
、
特
に
加
藤
豊
太
郎
郵
務
局
長
は
鍋
倉
真
一
郵
務
局
次
長
も
同
席
し

て
、
監
督
下
に
あ
る
特
定
企
業
か
ら
某
料
亭
に
て
高
額
接
待
の
事
実
が
あ
る
筈
で
あ
る
。 

二 

高
橋
豊
久
官
房
首
席
監
察
官
も
、
東
京
勤
務
時
に
特
定
企
業
幹
部
と
伊
豆
湘
南
方
面
で
接
待
ゴ
ル
フ
を
行
っ
た
事
実
が
あ

る
筈
で
あ
る
。 

通
産
省
は
最
初
の
答
弁
で
は
誤
魔
化
し
た
が
再
質
問
で
結
局
、
事
実
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
。
貴
省
に
お
い
て
は
、
か
か
る 

郵
政
省
の
綱
紀
粛
正
に
関
し
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。 

郵
政
省
綱
紀
粛
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

こ
と
の
な
い
よ
う
念
の
為
。 

右
質
問
す
る
。 


